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この計算書は、非上場株式等についての相続税の納税猶予に係る「特例措置」の適用を受ける場合に記
入します。非上場株式等についての相続税の納税猶予に係る「一般措置」の適用を受ける場合には、こ
の計算書ではなく第８の２表に記入してください。 

特例経営承継人が２人以上いる場合には、特例経営承
継人ごとにこの計算書を作成します。 
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 この明細書は特例対象非上場株式等に係る会社１社ごとに作成します。なお、その会社に係る特例
経営承継相続人等が２人以上いる場合には、特例経営承継相続人等ごとに作成します。 
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この内訳書は、相続税の納税猶予の適用を受ける人がいる場合に作成します（相続税の納税猶予の適
用を受ける場合に作成する申告書については、75ページの⑶をご確認ください。）。この内訳書で計算
した合計欄の金額を第１表の「納税猶予税額㉓」欄に転記します。 

相続税の納税猶予の適用を
受ける人以外の人は記入を
要しません。 
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相続の放棄をした人
や相続権を失った人
は除かれます。 
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相続の放棄をした人
や相続権を失った人
は除かれます。 
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特定土地等及び特
定株式等に係る相
続税の課税価格の
計算の特例（租税
特別措置法第69条
の６）の適用を受
ける場合は、その
「財産の明細」欄
の「所在場所等」
に「措置法第69条
の６第１項適用」と
付記します。 

（参考） 

遺産の全部又は一部について分割がさ
れている場合には、分割の日を記入し
てください。 

遺産の分割の状況に応じて該当する数字に○を付けてください。 

各欄の記入に当
たっては、107
ページ「申告書
第11表の取得し
た財産の種類、
細目、利用区分、
銘柄等の記載要
領」によります。 
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相続人及び包括受
遺者の取得した立
木については、時
価の85％相当額で
評価することとな
っていますので、
この欄に0.85と記
入します。 
なお、「特定計画山
林の特例」の適用
を受ける場合に
は、時価の85％相
当額で評価した価
額を第11･11の2表
の付表4の1の①に
記入します。 

未分割財産の価額
の合計額を各相続
人が相続分（寄与
分を除きます。）に
応じて取得すると
した場合に計算さ
れる金額を記入し
ます。 

代償財産の書き方 
・「種類」欄には「そ
の他の財産」と記
入します。 
・「細目」欄には「代
償財産」と記入し
ます。 
・「利用区分、銘柄
等」欄には他の財
産と同様に記入し
ます。 
・「価額」欄には、
その財産の価額を
負数と正数で２段
書きします。例え
ば510万円の財産
の場合は、 
「△5,100,000 
 5,100,000」 

と記入します。 

（参考） 
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